
東総広域水道企業団公告第２６号

粒状活性炭設備改修工事（第１期）の制限付き一般競争入札の実施について

地方自治法第２３４条第１項の規定により、制限付き一般競争入札を次のとおり実施する。

令和３年８月１０日

東総広域水道企業団企業長 越 川 信 一

１ 入札に付する事項

(1) 工 事 名 粒状活性炭設備改修工事（第１期）

(2) 工 事 場 所 香取郡東庄町笹川ろ１番地

(3) 工 期 契約締結の翌日から令和５年３月２４日まで

(4) 工 事 概 要 等

ア 目的

粒状活性炭の洗浄方式を、現状の逆洗洗浄方式から空気洗浄及び逆洗洗浄方式に改

修するもの。

イ 工事概要

機械設備（粒状活性炭吸着槽洗浄設備）更新工 １式

機械設備（中間ポンプ棟換気設備）改修工 １式

電気設備工 １式

空洗管布設工 １式

(5) 予 定 価 格 事後公表

(6) 最低制限価格 事後公表

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。

(1) 令和２・３年度東総広域水道企業団建設工事等入札参加業者資格者名簿（建設工事業

者）に登載されている者のうち、建設業法に定める水道施設工事業について特定建設業

の許可を受けている者で、東総広域水道企業団建設工事等請負業者指名停止措置要領に

基づく指名停止措置を、入札参加資格確認申請期限の日から本工事の入札の日までの

間、受けていない者であること。

(2) 建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査における水道施設工事について、

最新の総合評定値が１，０００点以上であること。

(3) 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県又は茨城県内に本店又は営業所（入札及び契約の

締結等に関する権限を委任された代理人が所属する営業所であること。）を有する者で

あること。

(4) 監理技術者資格者証及び講習修了証明書を有する技術士（【登録部門：上下水道、選

択科目：上水道及び工業用水道】又は【登録部門：総合技術監理部門、選択科目：上下

水道－上水道及び工業用水道】）の資格を有する者を本工事に専任で配置できること（本

工事の入札日現在３ヶ月以上の恒常的雇用関係にある者）。

(5) 水道法に規定する水道施設のうち高度浄水処理を目的とした粒状活性炭処理施設にお

いて、粒状活性炭処理設備工事を元請けとして受注し完了した実績があること。

(6) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次に該当しない者であること。



ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入

札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者

イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定が

されていない者

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定が

されていない者

３ 入札の場所及び日時

(1) 場 所 東総広域水道企業団２階会議室

(2) 日 時 令和３年９月２８日 午後１時３０分

郵便等による入札は認めないので、当該日時の１５分前までに当該場所に集合するこ

と。

４ 入札参加資格の確認等

本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び関係資料

（以下「資格審査確認資料」という。）を郵便等持参以外の方法により提出し、入札参加

資格の確認を受けなければならない。

(1) 資格審査確認資料の配布期間及び受付期間等

ア 期 間 令和３年８月１０日から令和３年８月２４日まで（土曜日及び日曜日

を除く。）

イ 提 出 先 〒289-0602

千葉県香取郡東庄町笹川ろ１番地

東総広域水道企業団総務課庶務係 宛

ウ 提出部数 正副２部（１部（副本）については受付印を押して返却する。）

エ 資格審査確認資料は、東総広域水道企業団ウエブサイト（以下「ウエブサイト」と

いう。）に掲載するので、ダウンロードして使用することができる。

(2) 入札参加資格の確認結果通知

令和３年９月３日にＦＡＸ及び郵送により通知する。

(3) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。

説明を求める場合は、入札参加資格確認質疑応答書を上記(1)イの提出先まで郵送等持

参以外の方法により提出（通知の日から７日以内必着）しなければならない。

(4) 理由は、説明を求められた日（入札参加資格確認質疑応答書を受領した日をいう。）

から３日以内（土曜日及び日曜日を除く。）に書面で回答する。

５ 契約条項等を示す場所

本工事における契約書案、入札約款及び設計書（仕様書及び図面含む。以下同じ。）（以

下「設計図書等」という。）の貸出しを次のとおり行う。

(1) 貸出期間 令和３年８月１０日から令和３年９月１７日まで（土曜日及び日曜日を

除く。）

(2) 貸出方法 設計図書等の貸出しは、原則として電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）

による貸出しとする。貸出しを希望する者は、設計図書等貸出申請書に、

電子媒体（未使用のもの）及び返信用封筒（返信に足るサイズで、返信に

足る切手を貼り付けたもの）を添付のうえ、上記４(1)イの提出先まで郵



便等持参以外の方法により提出すること。

なお、上記の方法によりがたい場合にのみ、総務課庶務係において印刷

物の貸出しを行うので、「17 問い合わせ先」まで申し込むこと。

(3) 設計書に対する質問

入札参加資格を有する者で、設計書に関する質問がある場合は、質問書を次のとおり

提出すること。なお、質問に対しては、令和３年９月１７日までに入札参加資格を有す

る者全員に回答（ウエブサイトに掲載（閲覧用パスワードは入札参加資格確認結果通知

書に記載））する。

ア 受付期間 令和３年９月３日から令和３年９月１０まで

イ 提出方法 E-mail（送信後、電話（0478-79-8663）により到着確認をすること。）

ウ 提 出 先 浄水課工務係

E-mail koumu@tousou-water.jp

６ 入札保証金

入札保証金は免除する。

７ 契約保証金

契約者は、契約金額の１００分の３０以上の額の契約保証がなされていることが証明さ

れる次の(1)から(6)までのいずれかの書類を提出すること。

(1) 金融機関の「保証証書」

(2) 保証事業会社の「保証証書」

(3) 保険会社の「公共工事履行保証証券（履行ボンド）」

(4) 保険会社の「履行保証保険証券」

(5) 「歳入歳出外現金納入通知書・領収証書」

(6) 有価証券の「保管証書」

８ 支払条件

前払金・竣工払

９ 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。

10 入札に関する注意事項

(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

(2) 入札書及び委任状には、工事名及び工事場所をこの公告の記載に従い記入すること。

(3) 入札者が代理人である場合においても、入札書には、代表者印又は年間受任者印を押

すこと。

(4) 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がないときは、入札に参加することはできな

い。

(5) 委任状は代理人の印では修正できない。

(6) 本工事の入札参加資格確認結果通知書を必ず持参すること。



(7) 入札回数は、初度の入札を含め２回を限度とする。なお、２回目の入札に付しても落

札者が決定しないときは、最低価格の入札者から見積書を徴取することとし、見積回数

は３回を限度とする。ただし、最低価格の入札者が随意契約を希望しない場合は、この

限りではない。

(8) 入札参加資格確認結果通知書を受けた後、入札を希望しない場合には、参加しないこ

とができるので、入札辞退届を郵送により開札日の前日までに提出（必着）すること。

11 工事費内訳書の提出

(1) 第１回の入札に際し、工事費内訳書を提出（入札書と併せて封筒に封入）すること。

(2) 工事費内訳書は指定様式を使用することとし、工事費内訳書の合計金額と入札書の金

額が一致しないときは無効とする。

(3) 工事費内訳書を提出しない場合には、入札を無効とする。

12 入札の執行

資格確認の結果、資格を有すると認められた者が１人の場合でも、入札は執行するもの

とする。

13 入札の無効等

本公告に示した入札参加者として必要な資格のない者又は虚偽の申請を行った者のした

入札若しくは入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時に

おいて指名停止期間中である者は、入札に参加できない。

14 最低制限価格

本件入札については最低制限価格を設けている。従って予定価格の制限の範囲内の価格

で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込み

をした者を落札者とする。

15 契約締結時期等

(1) 契約書の作成は要する。

(2) 落札者は、落札の決定の日から７日以内に契約を締結しなければならない。

16 その他

(1) 資格審査確認資料作成説明会及び現場説明会は、開催しない。

(2) 資格審査確認資料のヒアリングは、実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参

加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。

(3) 提出された資格審査確認資料は、返却しないものとするが、公表し、又は無断で使用

することはしない。

(4) 工期は、事情により変更することがある。

(5) 入札参加者は、契約書案及び入札約款を熟読し、入札の心得を遵守すること。

(6) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」の

対象工事である。

(7) 落札者は、資格審査確認資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に専任で配

置すること。

(8) 資格審査確認資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

17 問い合わせ先



〒289-0602

千葉県香取郡東庄町笹川ろ１番地

東総広域水道企業団総務課庶務係

電 話 0478-86-3821

ＦＡＸ 0478-86-3823


